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JSG ニュースレター 

<Tax> 

財政部台財税字第 11204662230号通達 

営業者が販売する物品および提供する役務について 

買手の支払遅延による受取利息は 

営業税法上の販売額の範囲に該当しない 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

⚫ 財政部台財税字第 11204662230 号通達 

財政部は 2023 年 12 月 6 日付で、当該通達を公表し、営業者が販売する物

品または提供する役務について、代金の支払を遅延したことにより、買手に対し請

求する利息は、営業税法上の販売額の範囲に属さない、としました。本通達の詳

細は以下のとおりです。 

 

一、 営業者が販売する物品または提供する役務について、買手が代金の支払を遅

延したために、双方の約定、または訴訟、非訴訟手続きに基づき、民法第 233

条第一項の規定により買手に対して請求する遅延利息は、営業者が物品の

販売または役務を提供することによる代価ではなく、加値型および非加値型営

業税法（以下「営業税法」という。）第 16 条第一項本文に規定する販売額

に該当しないため、営業税を課さない。ただし、営業者が納税者権利保護法

第 7 条第三項に規定する租税回避の状況に該当する場合、徴税機関は、実
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質的な経済利益の法的形式に基づき、個々の事案ごとに、法により判断する

ものとする。 

二、 営業者が収受する利息収入について、営業税法第 11 条第一項第二号およ

び第三号の規定により税額を計算する場合、前点の規定は適用しない。 

三、 以下の通達については廃止： 

(1) 財政部 1985 年 11 月 14 日付台財税第 24799 号通達（保険会社

が借手の家賃支払遅延により収受する利息は、家賃収入と併せて課

税するものとする） 

(2) 財政部 1991 年 3 月 21 日付台財税第 800098343 号通達（輸出

販売について、顧客の支払遅延により収受する利息はゼロ税率を適用

することができる） 

(3) 財政部 2000 年 1 月 10 日付台財税第 0880450644 号通達（買

手の支払遅延により収受する利息は源泉徴収を免除する） 

(4) 財政部賦税署 1986 年 5 月 30 日付台税二発第 7551475 号通達

（買手の支払遅延により収受する利息は販売額の範囲に属する） 

 

⚫ 財政部の説明は以下のとおりです。 

法規定に基づく遅延利息は、債権者が債務者の金銭の支払遅延により受けた

損害の補償ですが、双方の取引価格の合意においては、買手の代金支払遅延

の予測が困難であり、法規定に基づく遅延利息をあらかじめ交換の対価に含める

ことができません。よって、営業税法第 16 条第一項にいう「販売額」には属さない

ため、営業税を課税すべきではなく、関連する過去の通達を廃止するものです。 

勤業衆信の見解 

一、 本通達の公布日以降、買手の支払遅延により営業者が収受する利息は営業

税法上の販売額の範囲に属さず、営業税は課されません。買手は支払遅延に

かかる利息を支払う際、所得税法第 88 条、第 89 条および第 92 条の規定によ

り、源泉徴収による納付（または免除）及び申告を行う必要があります。 

 

二、 税務調査徴収法（中国語：稅捐稽徵法）第 1 条第一項の規定により、本

通達公布前に営業者が過去の解釈通達により支払遅延にかかる利息について

営業税を申告した場合、未査定、または査定が確定していない案件について、

営業者は本通達規定を適用し、修正により、過納税額の還付を申請することが

できます。ただし、買手の営業者は支払遅延により支払う利息について、法によ

り、自ら追加申告を行い、利息にかかる源泉徴収税額を納付しなければなりま

せん。 
 

 
 

 

 

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSG のホームページはこちら 
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日商組新聞稿 

<Tax> 

財政部 112 年 12 月 6 日核釋台財稅字第

11204662230 號令，營業人銷售貨物或勞務因買

受人延遲支付價款依民法第 233 條第 1 項規定向

買受人收取之遲延利息非屬銷售額範圍 

 

 

⚫ 財政部台財稅字第 11204662230 號令 

一. 營業人銷售貨物或勞務，因買受人遲延支付價款，基於雙方約定或

經訴訟、非訟程序而依民法第 233 條第 1 項規定向買受人收取之遲

延利息，尚非營業人銷售貨物或勞務之代價，非屬加值型及非加值

型營業稅法（以下簡稱營業稅法）第 16 條第 1 項本文規定之銷售

額，不課徵營業稅。但營業人有納稅者權利保護法第 7 條第 3 項規

定租稅規避情事者，稅捐稽徵機關仍應根據與實質上經濟利益相當

之法律形式，依個案情形依法核處。 

二. 營業人收取之利息收入按營業稅法第 11 條第 1 項第 2 款及第 3 款

規定計算稅額者，不適用前點規定。 

三. 廢止： 

(1) 財政部 74 年 11 月 14 日台財稅第 24799 號函（保險公司因承租戶延

付房租加收之利息應併入租金收入課稅） 
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(2) 財政部 80 年 3 月 21 日台財稅第 800098343 號函（外銷因客戶延遲

付款加收之利息可適用零稅率） 

(3) 財政部 89 年 1 月 10 日台財稅第 0880450644 號函（因買方延遲付款

而加收之利息免予扣繳） 

(4) 財政部賦稅署 75 年 5 月 30 日台稅二發第 7551475 號書函（因買方

延遲付款而加收之利息屬銷售額之範圍） 

⚫ 財政部說明，法定遲延利息係債權人因債務人遲延支付金錢致生損

害之賠償，買賣雙方約定交易價格時因未能預知買受人是否遲延支

付貨款，當不致事前將法定遲延利息計入給付交換的對價，因此非

屬營業稅法第 16 條第 1 項所稱「銷售額」，不應課徵營業稅，相關

舊函令應予以廢止。 

  

勤業眾信觀點 

一. 於本令發布日起，營業人若有因買受人延遲付款而加收之遲延利

息非銷售額範圍，不用課營業稅；提醒買受人應於給付延遲利息

時，依所得稅法第 88 條、第 89 條及第 92 條規定辦理扣（免）

繳申報事宜。 

 

二. 依稅捐稽徵法第 1 條之 1 第 1 項規定，本令發布前營業人依過往

解釋令申報遲延利息課徵營業稅者，如屬於尚未核課或尚未核課

確定案件，營業人可適用本令規定，並申請更正退還溢稅額。惟

買方營業人給付遲延利息須依法自動補報繳利息扣繳稅款。 
 

  

 

   

 

日商組新聞稿之歷史消息請點這 

日商組官方網站請點這 
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